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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方に開口を有するランプハウジングと前記ランプハウジングの前記開口を
覆うカバーとによって構成された灯具外筐の内部に光源を有する灯具ユニットが配置され
た車輌用灯具であって、
　前記灯具ユニットは、
　前記光源から出射された光の遮蔽量を制御すると共に回動軸を有し前記回動軸を支点と
して回動される可動シェードと、
　前記回動軸を支持する軸支持部を有し前記軸支持部が弾性変形可能とされた支持部材と
を備え、
　前記軸支持部に前記回動軸が挿入されて支持される支持孔と前記支持孔に連通され前記
回動軸の前記軸支持部に対する組付時に前記回動軸が挿入される挿入孔とが形成され、
　前記可動シェードの前記支持部材に対する前記回動軸の軸方向における移動を規制する
移動規制部が前記軸支持部又は前記可動シェードに一体に設けられ、
　前記組付時に前記回動軸が前記挿入孔に挿入されたときに前記軸支持部が弾性変形され
前記回動軸が前記挿入孔から前記支持孔に挿入されたときに前記軸支持部が弾性復帰され
る
　車輌用灯具。
【請求項２】
　前記軸支持部が前記回動軸の軸方向へ弾性変形可能とされ、
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　前記移動規制部が前記軸支持部の前記軸方向における弾性力によって前記可動シェード
又は前記軸支持部に押し付けられて前記可動シェードの前記支持部材に対する軸方向にお
ける移動が規制される
　請求項１に記載の車輌用灯具。
【請求項３】
　前記移動規制部が前記可動シェード又は前記軸支持部に線接触又は点接触される
　請求項１又は請求項２に記載の車輌用灯具。
【請求項４】
　前記移動規制部が前記軸支持部に設けられた
　請求項１、請求項２又は請求項３に記載の車輌用灯具。
【請求項５】
　少なくとも一方に開口を有するランプハウジングと前記ランプハウジングの前記開口を
覆うカバーとによって構成された灯具外筐の内部に光源を有する灯具ユニットが配置され
た車輌用灯具であって、
　前記灯具ユニットは、
　回動軸を有し前記回動軸を支点として回動され前記光源から出射された光の遮蔽量を制
御する光制御部と前記光制御部が連結され回転されることにより前記光制御部を回動させ
る駆動ギヤとが設けられた可動シェードを備え、
　前記光制御部又は前記駆動ギヤの一方に連結軸部が設けられ他方に前記連結軸部が挿入
される連結孔が形成され、
　前記連結軸部の中心軸と前記連結孔の中心軸とは一方が前記回動軸の中心軸に一致され
他方が前記駆動ギヤの中心軸に一致され、
　前記光制御部又は前記駆動ギヤの一方に前記光制御部の前記駆動ギヤに対する回転を規
制する回り止め部が設けられ他方に前記回り止め部に係合される回り止め係合部が形成さ
れ、
　前記連結軸部の前記連結孔への挿入により前記光制御部が前記駆動ギヤに連結されると
共に前記連結軸部の前記連結孔への挿入時に前記回り止め部に前記回り止め係合部が係合
される
　車輌用灯具。
【請求項６】
　前記連結軸部が前記連結孔に圧入されて前記光制御部が前記駆動ギヤに連結される
　請求項５に記載の車輌用灯具。
【請求項７】
　前記駆動ギヤには外周面に複数のギヤ歯が形成されたギヤ部を有する保持部と前記保持
部に保持された検出用マグネットとが設けられ、
　前記検出用マグネットは前記ギヤ部の内周側において少なくとも一部が前記駆動ギヤの
回転軸方向に貫通された状態で前記保持部に保持された
　請求項５又は請求項６に記載の車輌用灯具。
【請求項８】
　前記保持部が樹脂材料によって形成され、
　前記駆動ギヤは前記保持部と前記検出用マグネットが一体成形により形成された
　請求項７に記載の車輌用灯具。
【請求項９】
　前記検出用マグネットの磁束密度を検出して前記可動シェードの回転位置を検知する検
出素子が設けられ、
　前記検出用マグネットは環状に形成され周方向において肉厚部と肉薄部が交互に設けら
れ、
　前記肉厚部は前記回転軸方向における厚みが前記肉薄部より厚くされ、
　前記肉厚部にＮ極とＳ極の境界部が形成された
　請求項７又は請求項８に記載の車輌用灯具。
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【請求項１０】
　回動軸を有し前記回動軸を支点として回動される回動機構と、
　樹脂材料によって形成されそれぞれ弾性変形可能とされた第１の軸支持部と第２の軸支
持部を有する支持部材とを備え、
　前記回動軸は一方向に延び金属材料によって形成されたシャフトと前記シャフトの少な
くとも一端部が挿入され前記シャフトを回転自在に支持し金属材料によって形成された軸
受とを有し、
　前記第１の軸支持部に第１の支持凹部が形成され、
　前記第２の軸支持部に前記第１の支持凹部に対向する第２の支持凹部が形成され、
　前記軸受が前記第１の支持凹部と前記第２の支持凹部に挿入される
　車輌用灯具。
【請求項１１】
　前記軸受は前記支持部材に回転不能に支持される
　請求項１０に記載の車輌用灯具。
【請求項１２】
　前記回動機構は光源から出射された光の一部を遮蔽する可動シェードである
　請求項１０又は請求項１１に記載の車輌用灯具。
【請求項１３】
　前記シャフトは本体部と前記本体部の軸方向における端面の中心部から突出された被挿
入部とを有し、
　前記軸受は前記被挿入部が挿入される挿入部と前記挿入部の外周面から外方に張り出さ
れたフランジ部とを有し、
　前記本体部の軸方向における端面と前記フランジ部の前記本体部側の面とが接触する
　請求項１０、請求項１１又は請求項１２に記載の車輌用灯具。
【請求項１４】
　前記第１の支持凹部の凹面から少なくとも一つの第１の支持突起が突出され、
　前記第２の支持凹部の凹面から複数の第２の支持突起が突出され、
　前記第１の支持突起と前記第２の支持突起は前記凹面の周方向に離隔して位置され、
　前記第１の支持突起と前記第２の支持突起が前記第１の軸支持部と前記第２の軸支持部
の弾性によって前記軸受に押し付けられる
　請求項１０、請求項１１、請求項１２又は請求項１３に記載の車輌用灯具。
【請求項１５】
　前記第１の軸支持部は前記第２の軸支持部より弾性変形し易くされ、
　前記第１の支持突起の数が前記第２の支持突起の数よりも少ない
　請求項１４に記載の車輌用灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は回動機構として、例えば、可動シェードを有する車輌用灯具についての技術分
野に関する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】特開２０１２－２４８３６０号公報
【背景技術】
【０００３】
　車輌用灯具、例えば、車輌用前照灯には、カバーとランプハウジングによって構成され
た灯具外筐の内部に、光源等を有する灯具ユニットが配置されたものがある。
【０００４】
　このような灯具ユニットには、回動機構として、例えば、光源から出射された光を制御
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する可動シェードが設けられたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　特許文献１に記載された車輌用灯具にあっては、可動シェード（ロータリーシェード）
に回動軸（軸部）が設けられている。可動シェードが回動軸を支点として回転されて所定
の位置で停止された状態において光源から光が出射されると、出射された光の一部が可動
シェードによって遮蔽され、可動シェードの停止位置に応じた配光パターンが形成される
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のような回動軸を有する回動機構（可動シェード）が設けられた車輌用
灯具にあっては、回動軸の他の部分に対する組付状態が不安定であったり当該他の部材の
耐久性が低い等の不具合があると、回動機構の回動状態に支障を来してしまう。
【０００７】
　そこで、本発明車輌用灯具は、上記した問題点を克服し、回動機構における回動状態の
安定化を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１に、本発明に係る車輌用灯具は、少なくとも一方に開口を有するランプハウジング
と前記ランプハウジングの前記開口を覆うカバーとによって構成された灯具外筐の内部に
光源を有する灯具ユニットが配置された車輌用灯具であって、前記灯具ユニットは、前記
光源から出射された光の遮蔽量を制御すると共に回動軸を有し前記回動軸を支点として回
動される可動シェードと、前記回動軸を支持する軸支持部を有し前記軸支持部が弾性変形
可能とされた支持部材とを備え、前記軸支持部に前記回動軸が挿入されて支持される支持
孔と前記支持孔に連通され前記回動軸の前記軸支持部に対する組付時に前記回動軸が挿入
される挿入孔とが形成され、前記可動シェードの前記支持部材に対する前記回動軸の軸方
向における移動を規制する移動規制部が前記軸支持部又は前記可動シェードに一体に設け
られ、前記組付時に前記回動軸が前記挿入孔に挿入されたときに前記軸支持部が弾性変形
され前記回動軸が前記挿入孔から前記支持孔に挿入されたときに前記軸支持部が弾性復帰
されるものである。
【０００９】
　これにより、回動軸が挿入孔から支持孔に挿入されて軸支持部に組み付けられると共に
組み付けられた状態において可動シェードの軸方向における移動が移動規制部によって規
制される。
【００１０】
　第２に、上記した本発明に係る車輌用灯具においては、前記軸支持部が前記回動軸の軸
方向へ弾性変形可能とされ、前記移動規制部が前記軸支持部の前記軸方向における弾性力
によって前記可動シェード又は前記軸支持部に押し付けられて前記可動シェードの前記支
持部材に対する軸方向における移動が規制されることが望ましい。
【００１１】
　これにより、使用環境における温度変化によって軸支持部と可動シェードが膨張又は収
縮され膨張量又は収縮量に相違が生じた場合においても、回動軸に軸方向において軸支持
部が常に押し付けられる。
【００１２】
　第３に、上記した本発明に係る車輌用灯具においては、前記移動規制部が前記可動シェ
ード又は前記軸支持部に線接触又は点接触されることが望ましい。
【００１３】
　これにより、可動シェードの軸支持部との接触面積が小さくなる。
【００１４】
　第４に、上記した本発明に係る車輌用灯具においては、前記移動規制部が前記軸支持部
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に設けられることが望ましい。
【００１５】
　これにより、移動規制部が可動シェードに押し付けられる。
【００１６】
　第５に、別の本発明に係る車輌用灯具は、少なくとも一方に開口を有するランプハウジ
ングと前記ランプハウジングの前記開口を覆うカバーとによって構成された灯具外筐の内
部に光源を有する灯具ユニットが配置された車輌用灯具であって、前記灯具ユニットは、
回動軸を有し前記回動軸を支点として回動され前記光源から出射された光の遮蔽量を制御
する光制御部と前記光制御部が連結され回転されることにより前記光制御部を回動させる
駆動ギヤとが設けられた可動シェードを備え、前記光制御部又は前記駆動ギヤの一方に連
結軸部が設けられ他方に前記連結軸部が挿入される連結孔が形成され、前記連結軸部の中
心軸と前記連結孔の中心軸とは一方が前記回動軸の中心軸に一致され他方が前記駆動ギヤ
の中心軸に一致され、前記光制御部又は前記駆動ギヤの一方に前記光制御部の前記駆動ギ
ヤに対する回転を規制する回り止め部が設けられ他方に前記回り止め部に係合される回り
止め係合部が形成され、前記連結軸部の前記連結孔への挿入により前記光制御部が前記駆
動ギヤに連結されると共に前記連結軸部の前記連結孔への挿入時に前記回り止め部に前記
回り止め係合部が係合されるものである。
【００１７】
　これにより、連結軸部が連結孔に挿入されることにより光制御部が駆動ギヤに連結され
ると共に回り止め部に回り止め係合部が係合されることにより光制御部の駆動ギヤに対す
る回転が規制される。
【００１８】
　第６に、上記した別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記連結軸部が前記連結孔
に圧入されて前記光制御部が前記駆動ギヤに連結されることが望ましい。
【００１９】
　これにより、光制御部の駆動ギヤに対する連結作業において接着やネジ止め等の作業を
行う必要がない。
【００２０】
　第７に、上記した別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記駆動ギヤには外周面に
複数のギヤ歯が形成されたギヤ部を有する保持部と前記保持部に保持された検出用マグネ
ットとが設けられ、前記検出用マグネットは前記ギヤ部の内周側において少なくとも一部
が前記駆動ギヤの回転軸方向に貫通された状態で保持部に保持されることが望ましい。
【００２１】
　これにより、駆動ギヤの中心軸方向において保持部と検出用マグネットが結合される構
成にされない。
【００２２】
　第８に、上記した別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記保持部が樹脂材料によ
って形成され、前記駆動ギヤは前記保持部と前記検出用マグネットが一体成形により形成
されることが望ましい。
【００２３】
　これにより、保持部より剛性の高い検出用マグネットが保持部に挿入されるときのよう
な保持部における歪みの発生のおそれがない。
【００２４】
　第９に、上記した別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記検出用マグネットの磁
束密度を検出して前記可動シェードの回転位置を検知する検出素子が設けられ、前記検出
用マグネットは環状に形成され周方向において肉厚部と肉薄部が交互に設けられ、前記肉
厚部は前記回転軸方向における厚みが前記肉薄部より厚くされ、前記肉厚部にＮ極とＳ極
の境界部が形成されることが望ましい。
【００２５】
　これにより、磁束密度が高くなるＮ極とＳ極の境界部において初期位置の検出に必要と
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される十分高い磁束密度が確保される。
【００２６】
　第１０に、また別の本発明に係る車輌用灯具は、回動軸を有し前記回動軸を支点として
回動される回動機構と、樹脂材料によって形成されそれぞれ弾性変形可能とされた第１の
軸支持部と第２の軸支持部を有する支持部材とを備え、前記回動軸は一方向に延び金属材
料によって形成されたシャフトと前記シャフトの少なくとも一端部が挿入され前記シャフ
トを回転自在に支持し金属材料によって形成された軸受とを有し、前記第１の軸支持部に
第１の支持凹部が形成され、前記第２の軸支持部に前記第１の支持凹部に対向する第２の
支持凹部が形成され、前記軸受が前記第１の支持凹部と前記第２の支持凹部に挿入される
ものである。
【００２７】
　これにより、シャフトを回転自在に支持する軸受が樹脂材料によって形成された支持部
材に支持される。
【００２８】
　第１１に、上記したまた別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記軸受は前記支持
部材に回転不能に支持されることが望ましい。
【００２９】
　これにより、支持部材に対して軸受が回転しない状態でシャフトが軸受に対して回転さ
れる。
【００３０】
　第１２に、上記したまた別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記回動機構は光源
から出射された光の一部を遮蔽する可動シェードであることが望ましい。
【００３１】
　これにより、光に対して可動シェードが位置ずれし難い。
【００３２】
　第１３に、上記したまた別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記シャフトは本体
部と前記本体部の軸方向における端面の中心部から突出された被挿入部とを有し、前記軸
受は前記被挿入部が挿入される挿入部と前記挿入部の外周面から外方に張り出されたフラ
ンジ部とを有し、前記本体部の軸方向における端面と前記フランジ部の前記本体部側の面
とが接触することが望ましい。
【００３３】
　これにより、シャフトに対する軸受の軸方向における位置が定まる。
【００３４】
　第１４に、上記したまた別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記第１の支持凹部
の凹面から少なくとも一つの第１の支持突起が突出され、前記第２の支持凹部の凹面から
複数の第２の支持突起が突出され、前記第１の支持突起と前記第２の支持突起は前記凹面
の周方向に離隔して位置され、前記第１の支持突起と前記第２の支持突起が前記第１の軸
支持部と前記第２の軸支持部の弾性によって前記軸受に押し付けられることが望ましい。
【００３５】
　これにより、少なくとも三つの支持突起が軸受に接する。
【００３６】
　第１５に、上記したまた別の本発明に係る車輌用灯具においては、前記第１の軸支持部
は前記第２の軸支持部より弾性変形し易くされ、前記第１の支持突起の数が前記第２の支
持突起の数よりも少ないことが望ましい。
【００３７】
　これにより、弾性変形し難い側の軸支持部に設けられた支持突起の数が変形し易い側の
軸支持部に設けられた支持突起の数より多くなる。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、回動機構における回動状態の安定化を図ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図２乃至図１８と共に本発明車輌用灯具の実施の形態を示すものであり、本図は
、概略縦断面図である。
【図２】灯具ユニットの分解斜視図である。
【図３】灯具ユニットをインナーレンズを省略した状態で示す斜視図である。
【図４】支持部材と可動シェードを示す分解斜視図である。
【図５】第１の支持突起と第２の支持突起の位置関係を示す拡大側面図である。
【図６】軸受及びシャフトの拡大断面図である。
【図７】光制御部と駆動ギヤを分離した状態で示す可動シェードの斜視図である。
【図８】駆動ギヤの分解斜視図である。
【図９】図８とは異なる方向から見た状態で示す駆動ギヤの分解斜視図である。
【図１０】係止突部が検出用マグネットの一部に係止されて保持部に検出用マグネットが
保持された状態を示す拡大断面図である。
【図１１】保持部に検出用マグネットが結合されるときに結合アームが弾性変形されてい
る状態を示す拡大断面図である。
【図１２】保持部と検出用マグネットが一体成形により形成された駆動ギヤを示す斜視図
である。
【図１３】回動軸が挿入孔に挿入されている状態を一部を断面にして示す拡大側面図であ
る。
【図１４】回動軸が支持部材に支持された状態を一部を断面にして示す拡大側面図である
。
【図１５】第１の移動規制部が軸受に押し付けられている状態を示す拡大平面図である。
【図１６】第２の移動規制部が軸受に押し付けられている状態を一部を断面にして示す拡
大平面図である。
【図１７】移動規制部の別の例を示す拡大平面図である。
【図１８】移動規制部のまた別の例を示す拡大平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下に、本発明車輌用灯具を実施するための形態について添付図面を参照して説明する
。尚、以下に示した実施の形態は、本発明車輌用灯具を車輌用前照灯に適用したものであ
る。また、以下に示す上下前後左右の方向は、説明の便宜上示すものであり、本発明はこ
れらの方向に限定して適用されることはない。
【００４１】
　車輌用灯具１は、それぞれ車体の前端部における左右両端部に取り付けられて配置され
ている。
【００４２】
　車輌用灯具１は前方に開口された凹部を有するランプハウジング２とランプハウジング
２の開口を閉塞するカバー３とを備えている（図１参照）。ランプハウジング２とカバー
３によって灯具外筐４が構成され、灯具外筐４の内部空間が灯室５として形成されている
。
【００４３】
　灯室５には灯具ユニット６が配置されている。灯具ユニット６はユニットベース７と支
持部材８と固定シェード９とインナーレンズ１０と光源モジュール１１とリフレクター１
２とギヤケース１３と可動シェード１４を有している（図２及び図３参照）。
【００４４】
　ユニットベース７は略上下方向を向き前半部が第１の取付部７ａとして設けられ後半部
が第２の取付部７ｂとして設けられている。
【００４５】
　支持部材８は樹脂材料によって形成され、上下方向を向くベース面部１５とベース面部
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１５の左右両側縁からそれぞれ上方へ突出された側面部１６、１６とを有している。側面
部１６、１６の後端部はそれぞれアーム部１７、１７として設けられている。支持部材８
はベース面部１５がユニットベース７の第１の取付部７ａに上方からネジ止め等によって
取り付けられている。
【００４６】
　アーム部１７は後方に開口された二股状に形成され、第１の軸支持部１８と第１の軸支
持部１８の上方に位置する第２の軸支持部１９とから成る（図４及び図５参照）。アーム
部１７は第１の軸支持部１８と第２の軸支持部１９が上下方向において互いに離接する方
向へ弾性変形可能とされると共に前端部を支点として左右に変位する方向へも弾性変形可
能とされている。
【００４７】
　第１の軸支持部１８は第２の軸支持部１９より上下の幅が狭くされ、第１の軸支持部１
８は第２の軸支持部１９より上下方向において弾性変形し易くされている。第１の軸支持
部１８には第２の軸支持部１９側に上方に開口された第１の支持凹部１８ａが形成され、
第２の軸支持部１９には第１の支持凹部１８ａに対向し下方に開口された第２の支持凹部
１９ａが形成されている。第１の支持凹部１８ａを形成する面は下方に凸の略半円弧状に
形成された第１の凹面１８ｂとされ、第２の支持凹部１９ａを形成する面は上方に凸の略
半円弧状に形成された第２の凹面１９ｂとされている。
【００４８】
　第１の軸支持部１８の上縁と第２の軸支持部１９の下縁とはそれぞれ作用縁２０、２０
として形成されている。作用縁２０、２０は、第１の支持凹部１８ａの後側の部分と第２
の支持凹部１９ａの後側の部分とがそれぞれ前方へ行くに従って互いに近付く傾斜部２０
ａ、２０ａとされている。作用縁２０、２０は、第１の支持凹部１８ａの前側の部分と第
２の支持凹部１９ａの前側の部分とがそれぞれ前方へ行くに従って互いに近付く方向へ緩
やかに傾斜する緩斜部２０ｂ、２０ｂとされている。
【００４９】
　作用縁２０、２０の間の空間は、傾斜部２０ａ、２０ａの間の部分が挿入孔２１として
形成され、第１の支持凹部１８ａと第２の支持凹部１９ａの間の部分が支持孔２２として
形成されている。
【００５０】
　第１の軸支持部１８には、第１の凹面１８ｂの周方向における略中央部から第２の軸支
持部１９側へ突出された第１の支持突起２３が設けられ、第２の軸支持部１９には第２の
凹面１９ｂから第１の軸支持部１８側へ突出された第２の支持突起２４、２４が周方向に
離隔して設けられている。
【００５１】
　第１の支持突起２３及び第２の支持突起２４、２４の位置関係については、図５に示す
ように、例えば、第１の凹面１８ｂと第２の凹面１９ｂを延長して形成される仮想円の中
心Ｐと第１の支持突起２３を結ぶ線を仮想線Ｘとした場合に、第２の支持突起２４、２４
が仮想線Ｘを挟んで前後に位置されている。尚、第２の支持突起２４、２４は仮想線Ｘを
挟んで対称な位置に設けられていることが望ましく、また、第１の支持突起２３と第２の
支持突起２４、２４は周方向に１２０度ずつ離隔して位置されていることがより望ましい
。また、上記には、第１の支持突起２３の個数が１個、第２の支持突起２４の個数が２個
の例を示したが、第１の支持突起２３と第２の支持突起２４の個数が何れも２以上であっ
てもよい。第１の支持突起２３と第２の支持突起２４の個数が何れも２以上の場合におい
ても、第１の支持突起２３、２３、・・・と第２の支持突起２４、２４、・・・が周方向
に離隔して等角度に位置されていることが望ましい。また、第１の支持突起２３が複数設
けられ第２の支持突起２４が一つのみ設けられていてもよい。
【００５２】
　一方のアーム部１７における第２の軸支持部１９には支持孔２２の上側に他方のアーム
部１７側へ凸の第１の移動規制部２５が一体に設けられている（図４参照）。第１の移動
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規制部２５は前後方向における一端が自由端とされ左右方向において弾性変形可能とされ
板バネとして機能する。第１の移動規制部２５は突出方向における外面が緩やかな曲面状
の押さえ面２５ａとして形成されている。
【００５３】
　一方のアーム部１７における第１の軸支持部１８には支持孔２２の下側に他方のアーム
部１７側へ凸の第２の移動規制部２６が一体に設けられている。第２の移動規制部２６は
突出方向における外面が曲面状にされた押さえ面２６ａとして形成されている。押さえ面
２６ａは、例えば、前後方向における略中央が他方のアーム部１７に最も接近する曲面状
に形成されている。
【００５４】
　固定シェード９は横長の板状に形成され、支持部材８におけるベース面部１５の前後方
向における略中央部に取り付けられている（図２及び図３参照）。
【００５５】
　インナーレンズ１０は支持部材８における側面部１６、１６の前端部に取り付けられて
いる。
【００５６】
　光源モジュール１１は上下方向を向く光源ベース１１ａと光源ベース１１ａに配置され
た光源１１ｂとを有している。光源１１ｂとしては、例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ）
が用いられている。光源モジュール１１はベース面部１５における固定シェード９の後側
に上方から取り付けられている。
【００５７】
　リフレクター１２は内面が反射面１２ａとして形成されている。リフレクター１２は支
持部材８のベース面部１５に光源モジュール１１を上方から覆う状態で取り付けられてい
る。
【００５８】
　ギヤケース１３は支持部材８の一方の側面部１６にネジ止め等によって外側から取り付
けられている。ギヤケース１３の前端部には駆動モーター２７が取り付けられている。ギ
ヤケース１３には図示しない伝達ギヤ（減速ギヤ）が支持され、伝達ギヤは駆動モーター
２７の駆動力によって回転される。
【００５９】
　可動シェード１４は光源１１ｂから出射された光の一部を遮蔽する機能を有している。
可動シェード１４は回動機構として機能し、光制御部２８と駆動ギヤ２９を有している（
図４参照）。
【００６０】
　光制御部２８は左右に延びる回動軸３０と回動軸３０の外周側に設けられた配光形成部
３１とを有している。
【００６１】
　回動軸３０は左右に延びるシャフト３２とシャフト３２の軸方向における両端部がそれ
ぞれ挿入された軸受３３、３３とから成る。シャフト３２と軸受３３は何れも金属材料に
よって形成されている。
【００６２】
　シャフト３２は軸方向における両端部を除く部分である本体部３２ａと本体部３２ａの
軸方向における一方の端面３２ｂの中心部から突出された挿通部３２ｃと本体部３２ａの
軸方向における他方の端面３２ｂの中心部から突出された連結軸部３２ｄとを有している
（図６及び図７参照）。
【００６３】
　連結軸部３２ｄは挿通部３２ｃより軸方向における長さが長くされている。挿通部３２
ｃと連結軸部３２ｄはそれぞれ軸受３３、３３に挿入される被挿入部として機能する。挿
通部３２ｃの中心軸と連結軸部３２ｄの中心軸とは一致され、これらの中心軸が回動軸３
０の中心軸とされている。
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【００６４】
　軸受３３はシャフト３２が挿通される円筒状の挿入部３３ａと挿入部３３ａの軸方向に
おける一端部から外方へ張り出されたフランジ部３３ｂとが一体に形成されて成る。軸受
３３は挿入部３３ａの直径が支持部材８のアーム部１７に形成された傾斜部２０ａ、２０
ａ間の最も狭い間隔より稍大きくされている。
【００６５】
　軸受３３における挿入部３３ａの中心孔は挿入孔３３ｃとして形成されている。フラン
ジ部３３ｂにおける端面３２ｂ側の面は第１の接触面３３ｄとして形成されており、フラ
ンジ部３３ｂにおける第１の接触面３３ｄと反対側の面は第２の接触面３３ｅとして形成
されている。軸受３３、３３の挿入孔３３ｃ、３３ｃにそれぞれシャフト３２の挿通部３
２ｃと連結軸部３２ｄが挿入された状態においては、端面３２ｂ、３２ｂと第１の接触面
３３ｄ、３３ｄが接触される。
【００６６】
　配光形成部３１はシャフト３２の軸方向における両端部以外の部分の外周側に設けられ
（図４及び図７参照）、可動シェード１４の回動（回転）位置に応じて光源１１ｂから出
射される光の遮蔽量を制御して所定の配光パターンを形成する機能を有している。
【００６７】
　配光形成部３１における連結軸部３２ｄ側の端部には回動軸３０から外方へ張り出され
た張出部３４が設けられている。張出部３４には外方に開口された溝状の回り止め部３４
ａ、３４ａが周方向に離隔して形成されている。回り止め部３４ａ、３４ａは回動軸３０
を挟んで１８０°反対側に形成されている。
【００６８】
　駆動ギヤ２９は平ギヤであり樹脂材料によって形成された保持部３５と保持部３５に保
持された環状の検出用マグネット３６とから成る（図８及び図９参照）。
【００６９】
　保持部３５は、最外周に位置された略円環状のギヤ部３７と、ギヤ部３７の内側に位置
された略円筒状の軸挿通部３８と、ギヤ部３７の内周面と軸挿通部３８の外周面とを結合
する結合部３９、３９、３９とが一体に形成されて成る。結合部３９、３９、３９は周方
向において等間隔に離隔して位置されている。
【００７０】
　保持部３５における結合部３９、３９、３９間の空間はそれぞれ略円弧状にされた配置
用空間３５ａ、３５ａ、３５ａとして形成されている。
【００７１】
　ギヤ部３７の外周面には複数のギヤ歯３７ａ、３７ａ、・・・が形成されている。
【００７２】
　軸挿通部３８の中心部には連結孔４０が形成されている（図１０参照）。連結孔４０は
左方へ行くに従って径が小さくなる案内部４０ａと案内部４０ａの左端に連続され径の大
きさが一様にされた圧入部４０ｂとから成り、圧入部４０ｂの径は光制御部２８における
シャフト３２の連結軸部３２ｄの径と略同じにされている。
【００７３】
　連結孔４０の中心軸は駆動ギヤ２９の中心軸に一致されている。
【００７４】
　軸挿通部３８はそれぞれ略円筒状に形成された大径部４１と小径部４２を有している（
図８乃至図１０参照）。
【００７５】
　大径部４１は左端部を除く部分がギヤ部３７より右方に位置されている。大径部４１の
外周部における右端部からは結合アーム４３、４３、４３が略左方へ突出されている。結
合アーム４３、４３、４３は周方向に等間隔に離隔して設けられ、右端部が大径部４１の
右端部に連続され、保持部３５の中心軸に離接する方向へ弾性変形可能とされている。結
合アーム４３、４３、４３はそれぞれ左端部が配置用空間３５ａ、３５ａ、３５ａに位置
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されている。
【００７６】
　結合アーム４３の先端部（左端部）には外方へ突出された係止突部４４が設けられてい
る。係止突部４４は左方へ行くに従って大径部４１の中心側へ近付く傾斜面４４ａと傾斜
面４４ａの右端に連続し略右方を向く係止面４４ｂとを有している。
【００７７】
　大径部４１の右端面からは回り止め係合部４５、４５が右方へ突出されている。回り止
め係合部４５、４５は大径部４１の周方向において１８０°離隔して位置されている。
【００７８】
　小径部４２は大径部４１の中心部から左方へ突出され、ギヤ部３７より左方に位置され
ている。
【００７９】
　検出用マグネット３６は保持部３５より一回り小さい略円環状に形成され右方に開口さ
れた挿入溝３６ａ、３６ａ、３６ａを有している。挿入溝３６ａ、３６ａ、３６ａは周方
向において等間隔に離隔して位置されている。
【００８０】
　検出用マグネット３６の左端部には左方及び内方に開口された係止凹部３６ｂ、３６ｂ
、３６ｂが形成され、係止凹部３６ｂ、３６ｂ、３６ｂは周方向において等間隔に離隔し
て位置されている。係止凹部３６ｂ、３６ｂ、３６ｂは周方向においてそれぞれ挿入溝３
６ａ、３６ａ、３６ａ間に位置されている。
【００８１】
　検出用マグネット３６は挿入溝３６ａ、３６ａ、３６ａが形成されることにより、挿入
溝３６ａ、３６ａ、３６ａが形成された部分が他の部分より左右方向において薄肉にされ
ている。検出用マグネット３６は薄肉にされた部分がそれぞれ肉薄部４６、４６、４６と
して設けられ、肉薄部４６、４６、４６以外の部分がそれぞれ肉薄部４６、４６、４６よ
り左右方向における厚みの厚い肉厚部４７、４７、４７として設けられている。
【００８２】
　検出用マグネット３６は周方向においてＮ極とＳ極が交互に着磁されており、Ｎ極とＳ
極の境界部が肉厚部４７に形成されている。
【００８３】
　検出用マグネット３６は保持部３５に以下のようにして結合される。
【００８４】
　先ず、検出用マグネット３６は肉厚部４７、４７、４７がそれぞれ保持部３５の配置用
空間３５ａ、３５ａ、３５ａに左方から挿入される。
【００８５】
　肉厚部４７、４７、４７がそれぞれ配置用空間３５ａ、３５ａ、３５ａに挿入されてい
くと、係止突部４４、４４、４４の傾斜面４４ａ、４４ａ、４４ａが検出用マグネット３
６の内周縁に摺動されて結合アーム４３、４３、４３が互いに近付く方向へ弾性変形され
る。続いて、係止突部４４、４４、４４の先端が検出用マグネット３６の内周面に摺動さ
れる（図１１参照）。
【００８６】
　肉厚部４７、４７、４７がそれぞれ配置用空間３５ａ、３５ａ、３５ａにさらに挿入さ
れると、係止突部４４、４４、４４がそれぞれ係止凹部３６ｂ、３６ｂ、３６ｂに達し、
弾性変形されていた結合アーム４３、４３、４３がそれぞれ弾性復帰され、係止突部４４
、４４、４４がそれぞれ係止凹部３６ｂ、３６ｂ、３６ｂに挿入されて係止面４４ｂ、４
４ｂ、４４ｂが検出用マグネット３６に係止され、検出用マグネット３６が保持部３５に
結合されて保持される（図１０参照）。
【００８７】
　検出用マグネット３６が保持部３５に保持された状態においては、肉厚部４７、４７、
４７がそれぞれ配置用空間３５ａ、３５ａ、３５ａに配置され左右方向において保持部３
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５に貫通された状態とされ、肉薄部４６、４６、４６がそれぞれ結合部３９、３９、３９
と左右方向において接した状態とされる。
【００８８】
　このように検出用マグネット３６は肉厚部４７、４７、４７がギヤ部３７の内周側にお
いて貫通された状態で保持部３５に保持されるため、保持部３５の左右に検出用マグネッ
ト３６が結合されるような構成にされず、その分、駆動ギヤ２９の小型化を図ることがで
きる。
【００８９】
　また、駆動ギヤ２９はギヤ部３７の内側に剛性の高い検出用マグネット３６が挿入され
た構成にされているため、全体としての剛性の向上を図ることができる。
【００９０】
　尚、上記には、保持部３５と検出用マグネット３６が各別の部材として形成され両者が
結合される例を示したが、この場合には保持部３５と検出用マグネット３６の加工精度に
よっては、保持部３５より剛性の高い検出用マグネット３６が保持部３５に挿入されると
きに保持部３５に歪みが発生するおそれがある。
【００９１】
　このような保持部３５の歪みの発生を回避するために、駆動ギヤ２９は、例えば、保持
部３５と検出用マグネット３６がアウトサート成形により一体成形されて形成されてもよ
い（図１２参照）。
【００９２】
　保持部３５と検出用マグネット３６が一体成形されて駆動ギヤ２９が形成される場合に
は、検出用マグネット３６が保持部３５に挿入されるときのような保持部３５における歪
みの発生のおそれがなく、駆動ギヤ２９の加工精度の向上を図ることができると共に駆動
ギヤ２９の加工精度の向上によって駆動ギヤ２９の回転による可動シェード１４の円滑な
回転状態を確保することができる。
【００９３】
　以下に、光制御部２８の駆動ギヤ２９に対する連結作業について説明する。
【００９４】
　先ず、光制御部２８の連結軸部３２ｄが駆動ギヤ２９の連結孔４０に案内部４０ａ側か
ら挿入される。連結軸部３２ｄが連結孔４０に挿入されたときには、連結軸部３２ｄが案
内部４０ａに案内されて圧入部４０ｂに挿入される。連結軸部３２ｄは圧入部４０ｂに圧
入されて軸挿通部３８に連結されると共に先端部が軸挿通部３８から左方へ突出される。
【００９５】
　連結軸部３２ｄが圧入部４０ｂに圧入されて光制御部２８が駆動ギヤ２９に連結された
状態においては、回動軸３０の中心軸と駆動ギヤ２９の中心軸とが一致される。
【００９６】
　上記のように光制御部２８の連結軸部３２ｄが駆動ギヤ２９の連結孔４０に挿入される
ときには、駆動ギヤ２９の回り止め係合部４５、４５がそれぞれ光制御部２８の回り止め
部３４ａ、３４ａに挿入されて嵌合される。従って、光制御部２８の駆動ギヤ２９に対す
る回転が規制される。
【００９７】
　連結軸部３２ｄが圧入部４０ｂに圧入されて光制御部２８が駆動ギヤ２９に連結された
状態において、連結軸部３２ｄの先端部が軸受３３に挿入される。また、挿通部３２ｃの
先端部も軸受３３に挿入される。
【００９８】
　可動シェード１４は回動軸３０の軸受３３、３３が、以下のようにして、支持部材８の
アーム部１７、１７に組み付けられて回動（回転）自在に支持される。
【００９９】
　先ず、軸受３３は挿入部３３ａが後方から挿入孔２１に挿入される（図１３参照）。軸
受３３が挿入孔２１に挿入されると、挿入部３３ａが傾斜部２０ａ、２０ａに摺動されて
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第１の軸支持部１８と第２の軸支持部１９が上下方向において互いに離隔する方向へ弾性
変形される。
【０１００】
　このとき一方の軸受３３のフランジ部３３ｂがアーム部１７にそれぞれ設けられた第１
の移動規制部２５の押さえ面２５ａと第２の移動規制部２６の押さえ面２６ａとに摺動さ
れる。押さえ面２５ａと押さえ面２６ａは何れも突出方向へ凸の曲面状に形成されている
ため、フランジ部３３ｂの押さえ面２５ａ、２６ａに対する摺動が円滑に行われる。
【０１０１】
　さらに軸受３３の挿入部３３ａは挿入孔２１から支持孔２２へ向けて挿入される（図１
４参照）。挿入部３３ａが支持孔２２に挿入されると、挿入部３３ａの傾斜部２０ａ、２
０ａに対する摺動が終了して第１の軸支持部１８と第２の軸支持部１９が上下方向におい
て互いに接近する方向へ弾性復帰される。第１の軸支持部１８と第２の軸支持部１９が弾
性復帰されることにより、挿入部３３ａに第１の支持突起２３と第２の支持突起２４、２
４が外側から接触され軸受３３がアーム部１７に支持される。この状態では、軸受３３が
支持部材８のアーム部１７に回転不能に支持される。
【０１０２】
　軸受３３、３３がそれぞれアーム部１７、１７に支持された状態においては、一方の軸
受３３のフランジ部３３ｂに第１の移動規制部２５の押さえ面２５ａと第２の移動規制部
２６の押さえ面２６ａとがそれぞれ回動軸３０の回動中心を挟んだ上下の位置に接した状
態とされる（図１５及び図１６参照）。このときアーム部１７、１７は左右に変位する方
向へ弾性変形可能とされているため、一方の軸受３３のフランジ部３３ｂに第１の移動規
制部２５と第２の移動規制部２６が回動軸３０の軸方向において押し付けられる。一方の
軸受３３のフランジ部３３ｂに第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６が回動軸３
０の軸方向において押し付けられた状態においては、他方の軸受３３はフランジ部３３ｂ
が他方のアーム部１７の内面に押し付けられる。従って、可動シェード１４のアーム部１
７、１７に対する左右方向における移動が規制される。
【０１０３】
　また、第１の移動規制部２５は左右方向において弾性変形可能とされているため、第１
の移動規制部２５はその弾性力によってもフランジ部３３ｂに押し付けられる。
【０１０４】
　さらに、軸受３３がアーム部１７に支持された状態においては、第２の接触面３３ｅが
押さえ面２５ａ、２６ａに接する。従って、可動シェード１４のアーム部１７、１７に対
する左右方向における移動が規制されるため、支持部材８によりシャフト３２の軸方向（
左右方向）の移動が規制され、アーム部１７による回動軸３０の安定した支持状態を確保
することができる。
【０１０５】
　上記のように構成された灯具ユニット６において、可動シェード１４の駆動時にはシャ
フト３２が軸受３３、３３に対して回転されると共に軸受３３、３３は支持部材８のアー
ム部１７、１７に対して回転されない。
【０１０６】
　可動シェード１４がアーム部１７、１７に対して回動されるときには、アーム部１７、
１７の左右方向における弾性力によって第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６が
軸方向において常に回動軸３０に押し付けられ、可動シェード１４のアーム部１７、１７
に対する左右方向における位置が変化しない。
【０１０７】
　上記のように可動シェード１４がアーム部１７、１７に回動自在に支持された状態にお
いては、駆動ギヤ２９のギヤ部３７がギヤケース１３に支持された伝達ギヤに噛合される
。従って、駆動モーター２７が回転されると、駆動モーター２７の駆動力が伝達ギヤを介
して可動シェード１４に伝達され、可動シェード１４が駆動モーター２７の回転方向に応
じた方向へアーム部１７、１７に対して回動（回転）される。
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【０１０８】
　可動シェード１４が回動されるときには、光源１１ｂから光が出射され、光源１１ｂか
ら出射された光がリフレクター１２の反射面１２ａで反射されて前方へ向かい、前方へ向
かった光が可動シェード１４の回動位置に応じて光制御部２８によって制御される。光制
御部２８によって制御された光はインナーレンズ１０とカバー３を順に透過されて前方へ
照射され、照射された光によって所定の配光パターンが形成される。
【０１０９】
　また、可動シェード１４が支持部材８のアーム部１７、１７に回動自在に支持された状
態においては、駆動ギヤ２９の検出用マグネット３６が図示しない検出素子に対向して位
置される。従って、可動シェード１４が回動されると、検出用マグネット３６の磁束密度
に基づいて検出素子によって検出用マグネット３６の回転位置が検出され、磁束密度の極
性が切り替わる位置が可動シェード１４の回動方向における初期位置として検知される。
【０１１０】
　可動シェード１４の回動方向における初期位置の検出精度は検出用マグネット３６の磁
束密度の高さに依存し、磁束密度が高いほど検出精度が高くされる。
【０１１１】
　上記したように、可動シェード１４にあっては、検出用マグネット３６においてＮ極と
Ｓ極の境界部が肉厚部４７に形成されている。このように厚みの厚い部分である肉厚部４
７にＮ極とＳ極の境界部が形成されていることにより、磁束密度が高くなるＮ極とＳ極の
境界部において初期位置の検出に必要とされる十分高い磁束密度が確保され、可動シェー
ド１４の回動方向における初期位置の検出精度の向上を図ることができる。
【０１１２】
　ところで、上記のような回動軸を有する可動シェードが設けられた車輌用灯具にあって
は、回動軸を軸支持部に組み付ける必要があるが、製造コストの低減や作業性の向上を図
るために回動軸の軸支持部に対する良好な組付性を確保することが望まれる。
【０１１３】
　また、車輌用灯具においては可動シェードによって光の一部が遮蔽されて所定の配光パ
ターンが形成されるが、良好な配光パターンを形成するためには、回動軸が軸支持部に組
み付けられた状態において、可動シェードの円滑な回動状態を確保した上で可動シェード
の良好な位置精度を確保する必要がある。
【０１１４】
　特に、回動軸の軸方向においては、可動シェードとその軸方向における両側に位置する
軸支持部との間に、温度条件による各部の収縮膨張に拘わらず可動シェードを軸支持部に
対して円滑に回動させるための微少な隙間を形成する必要があり、その分、可動シェード
が軸方向に変位し易いと言う不都合がある。
【０１１５】
　車輌用灯具１にあっては、可動シェード１４の支持部材８に対する回動軸３０の軸方向
における移動を規制する第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６が一体に設けられ
、回動軸３０が挿入孔２１、２１から支持孔２２、２２に挿入されアーム部１７、１７の
弾性変形及び弾性復帰によりアーム部１７、１７に支持される。
【０１１６】
　従って、回動軸３０が挿入孔２１、２１から支持孔２２、２２に挿入されてアーム部１
７、１７に組み付けられると共に組み付けられた状態において可動シェード１４の軸方向
における移動が第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６によって規制されるため、
回動軸３０のアーム部１７、１７に対する良好な組付性を確保することができると共に回
動軸３０のアーム部１７、１７に対する組付状態の安定化による可動シェード１４の良好
な位置精度を図ることができる。
【０１１７】
　特に、車輌用灯具１にあっては、可動シェード１４の光制御部２８によって配光パター
ンが形成されるため、可動シェード１４の良好な位置精度を確保することにより、配光パ
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ターンのカットラインの変位が抑制され、良好な配光パターンを形成することができる。
【０１１８】
　また、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６がアーム部１７に一体に設けられ
ているため、バネ等の別部品を用いて可動シェード１４の軸方向における移動を規制する
必要がなく、部品点数の削減及び機構の簡素化による車輌用灯具１の製造コストの低減及
び小型化を図ることができる。
【０１１９】
　さらに、アーム部１７、１７が回動軸３０の軸方向へ弾性変形可能とされ、アーム部１
７、１７が弾性力によって軸方向において可動シェード１４に押し付けられて可動シェー
ド１４の支持部材８に対する軸方向における移動が規制される。
【０１２０】
　従って、使用環境における温度変化によってアーム部１７、１７と可動シェード１４が
膨張又は収縮され膨張量又は収縮量に相違が生じた場合においても、回動軸３０に軸方向
においてアーム部１７、１７が常に押し付けられるため、温度変化に拘わらず回動軸３０
のアーム部１７、１７に対する組付状態の安定化による可動シェード１４の良好な位置精
度を図ることができる。
【０１２１】
　さらにまた、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６は押さえ面２５ａと押さえ
面２６ａがそれぞれ曲面状に形成され、回動軸３０の軸受３３のフランジ部３３ｂに線接
触される。
【０１２２】
　従って、可動シェード１４のアーム部１７、１７との接触面積が小さく、可動シェード
１４の円滑な回動動作を確保することができる。
【０１２３】
　また、可動シェード１４の回動時に回動軸３０の倒れが生じた場合（図１６の２点鎖線
参照）においても、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６がフランジ部３３ｂに
線接触されることにより、回動軸３０の回動中に倒れが生じる前の元の状態に復する所謂
自動調芯機能が発揮されるため、可動シェード１４の良好な回動状態を確保することがで
きる。
【０１２４】
　尚、上記には、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６の押さえ面２５ａ、２６
ａが曲面状に形成された例を示したが、押さえ面２５ａ、２６ａは、例えば、前後に連続
され傾斜された二つの平面部４８、４８によって構成されていてもよい（図１７参照）。
押さえ面２５ａ、２６ａがこのような傾斜された二つの平面部４８、４８によって構成さ
れた場合には、可動シェード１４における軸受３３のフランジ部３３ｂが平面部４８、４
８の境界線４８ａに線接触されるため、可動シェード１４のアーム部１７、１７との接触
面積を小さくして可動シェード１４の円滑な回動動作を確保することができると共に自動
調芯機能が発揮され可動シェード１４の良好な回動状態を確保することができる。
【０１２５】
　また、上記には、アーム部１７の一部に第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６
が設けられた例を示したが、例えば、アーム部１７における一方の面の全体に亘って第１
の移動規制部２５Ａと第２の移動規制部２６Ａが設けられていてもよい（図１８参照）。
このような第１の移動規制部２５Ａと第２の移動規制部２６Ａにおいては押さえ面２５ｂ
、２６ｂが緩やかな曲面状に形成され、押さえ面２５ｂ、２６ｂは支持孔２２の真上と真
下の位置において最も反対側のアーム部１７に接近する曲面状にされる。第１の移動規制
部２５Ａと第２の移動規制部２６Ａにあっても、可動シェード１４における軸受３３のフ
ランジ部３３ｂが押さえ面２５ｂ、２６ｂに線接触されるため、可動シェード１４のアー
ム部１７、１７との接触面積を小さくして可動シェード１４の円滑な回動動作を確保する
ことができると共に自動調芯機能が発揮され可動シェード１４の良好な回動状態を確保す
ることができる。
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【０１２６】
　さらに、上記には、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６が軸受３３に線接触
される例を示したが、例えば、押さえ面２５ａ、２６ａを球面状に形成したり三つ以上の
平面部によって構成されるようにし、可動シェード１４がアーム部１７、１７に点接触さ
れるように構成することも可能である。
【０１２７】
　さらにまた、上記には、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６がアーム部１７
に一体に設けられた例を示したが、第１の移動規制部と第２の移動規制部が軸受のフラン
ジ部３３ｂに一体に設けられる構成にすることも可能である。但し、軸受は、一般に、滑
り性の高い金属材料によって形成されるが、支持部材８は樹脂材料によって形成されるた
め、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６をアーム部１７に一体に設けることに
より第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６の形成を容易に行うことが可能になる
。
【０１２８】
　また、上記には、一方のアーム部１７に第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６
が設けられた例を示したが、双方のアーム部１７、１７にそれぞれ第１の移動規制部２５
、２５と第２の移動規制部２６、２６が設けられていてもよい。
【０１２９】
　加えて、上記には、第１の移動規制部２５が板バネであり第２の移動規制部２６が突状
にされた例を示したが、第１の移動規制部２５と第２の移動規制部２６は両方が板バネ又
は突状にされていてもよく、第１の移動規制部２５が突状にされ第２の移動規制部２６が
板バネにされていてもよい。
【０１３０】
　ところで、駆動ギヤによって回動される可動シェードが設けられた車輌用灯具にあって
は、回動軸と駆動ギヤの連結作業における作業性の向上を図ることが望ましい。
【０１３１】
　また、回動軸と駆動ギヤの間の適正な連結状態が確保されないと、駆動ギヤの動力が光
制御部に効率よく伝達されず駆動効率の低下を来してしまう。
【０１３２】
　車輌用灯具１にあっては、中心軸が回動軸３０の中心軸とされた連結軸部３２ｄが、中
心軸が駆動ギヤ２９の中心軸に一致された連結孔４０に挿入されて光制御部２８と駆動ギ
ヤ２９が連結されると共に回り止め係合部４５、４５がそれぞれ回り止め部３４ａ、３４
ａに係合されて光制御部２８の駆動ギヤ２９に対する回転が規制されて回動軸３０と駆動
ギヤ２９の間の連結状態が適正化される。
【０１３３】
　従って、連結軸部３２ｄの連結孔４０への挿入と言う簡便な作業により回動軸３０の中
心軸と駆動ギヤ２９の中心軸とが一致されると共に回り止め係合部４５、４５の回り止め
部３４ａ、３４ａとの係合により光制御部２８の駆動ギヤ２９に対する回転が規制される
ため、連結作業における作業性の向上を図った上で回動軸３０と駆動ギヤ２９の間の適正
な連結状態を確保することができる。
【０１３４】
　また、連結軸部３２ｄが連結孔４０に圧入されて光制御部２８が駆動ギヤ２９に連結さ
れるため、光制御部２８の駆動ギヤ２９に対する連結作業において接着やネジ止め等の作
業を行う必要がなく、連結作業における一層の作業性の向上を図ることができる。
【０１３５】
　尚、上記には、光制御部２８に連結軸部３２ｄが設けられ駆動ギヤ２９に連結孔４０が
形成された例を示したが、逆に、光制御部に連結孔が形成され駆動ギヤに連結軸部が設け
られ駆動ギヤの連結軸部が光制御部の連結孔に挿入されて光制御部が駆動ギヤに連結され
るように構成することも可能である。
【０１３６】
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　ところで、回動機構を有する車輌用灯具にあっては、偏心を防止するためにシャフトが
金属等の硬度の高い材料により形成されている。また、シャフトが支持される支持部材は
、良好な成形性の確保等のために、金属よりも硬度の低い樹脂等の材料により形成されて
いる。そのため、回動機構の駆動時におけるシャフトの支持部材に対する回転によって、
支持部材におけるシャフトを支持する部分に摩耗が生じてしまい、シャフトの繰り返しの
回転によって摩耗が大きくなり、回動機構の支持部材に対する位置ずれを生じるおそれが
ある。
【０１３７】
　一方、上記のような支持部材の摩耗を抑制するためにシャフトを硬度の低い材料によっ
て形成することが考慮されるが、シャフトを硬度の低い材料によって形成するとシャフト
の材料が限定されると共に偏心が生じ易くなってしまう。
【０１３８】
　以上に記載した通り、車輌用灯具１にあっては、シャフト３２を回転自在に支持する軸
受３３、３３が樹脂材料によって形成された支持部材８のアーム部１７、１７に支持され
るため、シャフト３２を偏心等が生じ難い硬度の高い材料によって形成することが可能に
なりシャフト３２の材料の選択の幅を広げることができると共に支持部材８の耐久性の向
上を図ることができる。
【０１３９】
　また、軸受３３、３３が支持部材８に回転不能に支持された状態でシャフト３２が軸受
３３、３３に対して回転されるため、支持部材８の軸受３３による摩耗が防止され、支持
部材８の耐久性をさらに向上させることができる。
【０１４０】
　さらに、シャフト３２を偏心等が生じ難い硬度の高い材料によって形成することが可能
であるため、光源１１ｂから出射された光の一部を遮蔽する回動機構として機能する可動
シェード１４が光に対して位置ずれし難く、永続的に所望の配光パターンを形成すること
ができる。
【０１４１】
　さらにまた、シャフト３２の端面３２ｂと軸受３３の第１の接触面３３ｄとが接触され
、シャフト３２に対する軸受３３の軸方向における位置が安定するため、第１の軸支持部
１８と第２の軸支持部１９による回動機構（可動シェード１４）の安定した支持状態を確
保することができる。
【０１４２】
　また、軸受３３が少なくとも一つの第１の支持突起２３と複数の第２の支持突起２４、
２４とにより少なくとも３箇所で軸受３３が支持されるため、回動軸３０を支持部材８に
よって安定して支持することができる。
【０１４３】
　加えて、弾性変形し難い側の第２の軸支持部１９に設けられた第２の支持突起２４、２
４の数が弾性変形し易い側の第１の支持突起２３の数より多くされているため、第２の支
持突起２４、２４が変位し難くなり軸受３３の位置が安定するため、支持部材８によって
回動機構をより安定して支持することができる。
【０１４４】
　尚、上記には、支持部材８に支持される回動機構が可動シェード１４である例を示した
が、回動機構は可動シェード１４に限られず、灯具ユニットやレンズ等をブラケット等の
支持体に対して回動させる車輌用灯具に設けられる他の回動機構にも適用することが可能
である。
【０１４５】
　また、シャフト３２は、例えば、ステンレス鋼によって形成され、軸受３３は、シャフ
ト３２より硬度の低い材料、例えば、真鍮によって形成されていることが望ましい。この
場合には、シャフト３２よりも軸受３３に摩耗が生じる可能性が高いが、軸受３３は容易
に交換できるため、メンテナンス性の向上を図ることができる。
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【０１４６】
　さらに、上記には軸受３３が支持部材８に回転不能に支持される例を示したが、例えば
シャフト３２に大きな力が付与されて回転するときは、軸受３３が支持部材８に対して回
転される可能性がある。
【符号の説明】
【０１４７】
　１…車輌用灯具、２…ランプハウジング、３…カバー、４…灯具外筐、６…灯具ユニッ
ト、８…支持部材、１１ｂ…光源、１４…可動シェード（回動機構）、１６…側面部、１
７…アーム部、１８…第１の軸支持部、１８ａ…第１の支持凹部、１８ｂ…第１の凹面、
１９…第２の軸支持部、１９ａ…第２の支持凹部、１９ｂ…第２の凹面、２１…挿入孔、
２２…支持孔、２３…第１の支持突起、２４…第２の支持突起、２５…第１の移動規制部
、２６…第２の移動規制部、２８…光制御部、２９…駆動ギヤ、３０…回動軸、
３２…シャフト、３２ａ…本体部、３２ｂ…端面、３２ｃ…挿通部（被挿入部）、３２ｄ
…連結軸部（被挿入部）、３３…軸受、３３ａ…挿入部、３３ｂ…フランジ部、３４ａ…
回り止め部、３５…保持部、３６…検出用マグネット、３７…ギヤ部、３７ａ…ギヤ歯、
４０…連結孔、４５…回り止め係合部、４６…肉薄部、４７…肉厚部、２５Ａ…第１の移
動規制部、２６Ａ…第２の移動規制部

【図１】 【図２】
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